
研修実施機関の登録継続
申請の取扱いについて

（令和７年１１月）



はじめに

研修実施機関の登録期間は５年と定められています。

登録期間を過ぎた後も、継続して研修実施機関の登録の維持を希望する
者は、登録期間の終了の６か月前から３ヶ月前までに登録継続のための
申請（登録継続申請）を行うことが必要です。

この場合、登録されている研修会種別毎に手続きが必要です。

※手続き時期になりましたら、PECSに登録されたメールアドレス宛に
通知が届きます。

なお、この登録継続（登録期間の延長）のための申請期間内に申請がな
されなかった場合は、現に有する登録期間を越えた日程での研修会開催
申請に支障が出ることが考えられます。ご注意ください。



登録継続⼿続き時期について

登録期間 ６ヶ⽉前 ３ヶ⽉前

有効期間の継続（前の有効期限から５年間）
センター審査

●登録継続申請⼿続き期限を過ぎた場合

登録期間 ６ヶ⽉前 ３ヶ⽉前

有効期間の継続（前の有効期限から５年間）

センター審査

登録期間 ６ヶ⽉前 ３ヶ⽉前

新たな有効期間（新たな登録から５年間）

センター審査

登録継続申請
受付開始

登録⼿続き

有効期限
登録継続申請
⼿続き期限

有効期限
登録継続申請
⼿続き期限

登継続申請
受付開始

登録⼿続き

審査完了するまでの間、有効期限より
後の開催⽇の開催申請はできない）

有効期限
登録継続申請
⼿続き期限

登継続申請
受付開始

登録⼿続き

審査完了するまでの間、研修会の開催
申請はできない



登録継続申請に必要な書類

研修実施機関の登録継続申請には、新規登録時と同様に資料の添付
（PDF）が必要です。

必要な書類は次の２種類からなります。

１．研修会種別に関するもの

研修会の種別ごとに規定

２．実施機関（施設）に関するもの

申請者の法人等の形態によって規定

ただし、実施機関（施設）情報に変更がなければ、「登録申請時から

の変更なし」等の申告により添付資料を不要とします。



１．研修会種別に関するもの

（１）集合研修実施機関

（２）学術集会実施機関

別添：様式２３（PDF）（右掲載）に
より作成します。

実施要領 第３１条 第2項、並びに第
36条第1項(４)、(５)、(６)に関する
書類となります。



１．研修会種別に関するもの

（4）ウエブ利⽤研修（集合研修即時配信）
実施機関

（6）ウエブ利⽤研修（学術集会即時配信）
実施機関

別添：様式２4（PDF）により作成します。

実施要領 第３１条 第2項、並びに第36条
第1項(４)、(５)に関する書類となります。

（右掲載は表面。次頁に続きます。）

（即時配信）



１．研修会種別に関するもの

（前項の続き、右掲載は 別添：様式２４
（PDF）の裏面）

この後、「ウエブ利用研修（即時配信）」
で利用する配信システムによって記録した
ログを添付してください。

（ログの内容については、ホームページ掲
載の 「研修実施機関のPECS登録申請方法
(令和3年 12月版）(PDF)」22頁～23頁
参照）

（即時配信）



１．研修会種別に関するもの

（5）ウエブ利⽤研修（集合研修アーカイブ
配信）実施機関

（7）ウエブ利⽤研修（学術集会アーカイブ
配信）実施機関

別添：様式２5（PDF）（右掲載）により

作成します。

実施要領 第３１条 第2項、並びに第36条第
1項(４)、(５)に関する書類となります。

（右掲載は表面。次頁に続きます。）

（アーカイブ配信）



１．研修会種別に関するもの

（前項の続き、右掲載は 別添：様式２５
（PDF）の裏面）

この後、「ウエブ利用研修（アーカイブ配
信）」で利用する配信システムによって記
録したログを添付してください。

（ログの内容については、ホームページ掲
載の 「研修実施機関のPECS登録申請方法
(令和3年 12月版）(PDF)」22頁～23頁
参照）

（アーカイブ配信）



２．実施機関（施設）に関するもの

実施要領 第３１条 第１項より

①国 不要

②地方自治体 不要

③独立行政法人又は地方独立行政法人 不要

④個別の法律によって設立された法人 不要

⑤大学薬学部又は薬科大学 不要

⑥法人（ただし、国、地方自治体、独立行政法人又は地方独立行政法人、
個別の法律によって設立された法人又は学校法人に限る。）の附属又は設
立する医療機関又は研究所

・設立母体の名称を記載した書類（別添：様式３１（PDF））

→新規登録当時より変更があった場合に書類を添付。変更がなければ不要



２．実施機関（施設）に関するもの
⑦学会（日本学術会議に登録されているもので学会名鑑に掲載されている
ものに限る。）

・学会名鑑の当該学会掲載部分の写し

→ 不要

⑧公益社団・財団法人、一般社団・財団法人又は特定非営利活動法人で、
業務が薬学、薬事又は薬剤師に関わるもの

・登記簿謄本（申請日から起算して３か月以内に発行されたものに限
る。）及び定款の写し

→新規登録当時より変更があった場合に書類を添付。変更がなければ不要

⑨協同組合で、業務が薬学、薬事又は薬剤師に関わるもの

・登記簿謄本（申請日から起算して３か月以内に発行されたものに限
る。）及び定款の写し

→新規登録当時より変更があった場合に書類を添付。変更がなければ不要



２．実施機関（施設）に関するもの
⑩任意団体で、目的が、業務が薬学、薬事又は薬剤師に関わるもの

・会則、代表者届（代表者の実印を捺印したもの。（別添：様式３０
（PDF）））及び代表者届に記載した代表者の印鑑証明書（申請日から起
算して３か月以内に発行されたものに限る。）並びに申請日から過去１年
間に実施した研修会等の開催実績の一覧

→新規登録当時より変更があった場合に書類を添付。変更がなければ不要

※前記において、「変更がなければ不要」については、システム上で、

「変更無し」にチェックを入れてください。



登録継続申請に必要な資料がそろったら

ＰＥＣＳより、登録継続申請を行ってください。

申請はPECSにログインし、「研修会種別追加・継続申請」メニューから

行います。

なお、登録継続申請が可能になると、「申請」の欄が選択できるようにな
ります（申請可能期間でない場合はチェックできません）。

手順は、新規登録申請時とほぼ同様です。

●登録審査料（１申請当たり）は申請の際に納付 5,500円（税込）

納付方法は、クレジットカード払い、コンビニ決済及び銀行振込（銀行振
込のみ手数料は申請者負担）のいずれか、となります。（一旦納入された
登録審査料は返還/流用しません。）



申請にあたっての留意点等

登録継続申請後、審査結果については１～２ヶ月程度お待ちください。

審査の結果、実施機関としての資格要件を満たしていることが確認でき
れば「登録継続」となります。

ただし、有効期限を過ぎて申請した場合は、新たな有効期間での登録と
なります。

→審査結果はメールでお知らせします。

研修実施機関登録の有効期間は５年間です。

※登録継続申請を行わないと、有効期限より後の開催日の開催申請はで
きません。申請可能期間になったら、早めにお手続きください。



登録申請の方法（１）
1．研修会種別継続申請可能お知らせメールが届いたら、必要書類を準備して、実施機関の

ユーザIDとパスワードにより、薬剤師研修・認定電子システム（PECS）へログインする。

※基本的な操作は、実施機関の研修会種別の新規・追加登録
申請と同様です。



登録申請の方法（２）
２．実施機関情報変更メニューより、登録情報に変更がないか確認してください。

変更があった場合は、画面に従い修正してください。



登録申請の方法（３）

３．研修会種別追加・継続申請メニューをクリックする。



登録申請の方法（４）

４．継続申請可能となっている、申請のラジオボタンをクリックし、次へボタンを押す。



登録申請の方法（５）
５．利用規約を確認し、支払い方法を選択、必要書類を添付してください。

変更が無い場合は変更なしをクリックしてください。入力・添付完了後、次へボタンを押す。

スクロール

クレジットカード決済は即時決済、コンビニ
決済・銀行振込では後に表示される支払受付
番号、口座番号 での決済となります（申請
毎に違う受付番号、口座が指定されます ）。
ただし、銀行振込の場合、振込手数料は申請
者負担となります。

前回申請時に添付した資料は、「開く」をク
リックすると確認できます。変更がある場合
は、「ファイルの選択」ボタンより添付して
ください。変更が無い場合は変更無しの□を
クリックしてください。

変更があるにもかか
わらず「変更なし」
と申請された場合は、
不許可となる場合が
ありますのでご留意
ください。



登録申請の方法（６）

スクロール

６．申請内容を確認し、申請ボタンを押す。 申請ボタンを押すと、コンビニ決済・銀行振込の場合、受付番号等が
画面に表示されます。
受付番号等が記載された入金指示メールも送信されます（申請毎に違
う 受付番号、口座が指定されます。銀行振込の場合、振込手数料は申
請者負担となります。 ）。
その後、入金確認されると、申請受付完了メールが送信されます。
万一、支払期限が過ぎてしまった場合は、支払期限が過ぎ、キャンセ
ルが確定すると、キャンセルした旨のメールが送信されます。



登録申請の方法（７）
７．申請が完了すると、研修会種別追加・継続申請メニューで状況が確認できます。

審査結果については１～２ヶ月程度お待ちください。


